
図５　動物別の副作用報告件数（平成18年度）

副作用の症例と転帰については、重篤例は145件、軽

症は96件（図６，７）でした。産業動物では投与後の

不十分な観察により、発見時には死亡していた症例が

ありました。愛玩動物では顔面腫脹や流涎等の軽症例、

重篤症例の場合は処置する間もなく短時間で死に至っ

た症例がありました。重篤化した場合、その８割は死

に至っております。愛玩動物においては重篤化した場

合、インフォームド・コンセントの不足によるトラブ

ル等により飼育者から直接当所へ相談されるケースも

ありました。

図６　重篤症例の転帰と割合（平成18年度）

図７　軽度症例の転帰と割合（平成18年度）

２　今後の報告に当たっての注意事項及びお願い

平成19年４月から、副作用報告業務の窓口が農林水

産本省から動物医薬品検査所に移管されました。副作

用報告システムを利用できない等の理由でFAXで報告

される場合は、宛先が03-3502-8275から042-321-1769に

変更されましたのでご注意ください。

報告対象外の軽症な場合でも、副作用発生頻度が急

激に増加した等、明らかに普段と異なる副作用の発生

を認めた場合には、報告をお願いいたします。

３　システム報告の推進

報告方法別の内訳はFAXによる報告が53件、システ

ムによる報告が194件でした（図８）。

図８　報告者別・報告方法別の割合

獣医師からのシステム報告は年々増加しております

が、それでも６割程度に留まっています。重篤な症例

で緊急に業者の再調査を必要とする場合、獣医師報告

を元にすばやく調査依頼ができる等迅速な対応が可能

となることから、獣医師の方々の登録（日本獣医師会

ホームページ（http://www.nichiju.lin.go.jp参照）及び

システム報告の利用をお願いいたします。

システム報告の注意事項：①入力しない状態で30分

経過すると、入力の途中であっても自動的にメニュー

画面に戻ります。②一時保存後５日間が経過すると、

保存していたものが削除されます。また一時保存は１

件のみとなっております。

なお、国への全ての報告は、当所ホームページ

（http://www.nval.go.jp）で公開しています。平成14年

以降で①「報告が必要な事例」については「副作用情

報データベース」に、②「報告が必要な事例」以外の

報告及び使用成績調査等の症例については一覧表にし

て「動物用医薬品副作用情報」に、さらに③平成13年

以前の報告は製品・主成分・生物学的製剤名毎に検索

できるように「動物用医薬品副作用情報」に掲載して

います。どうぞご活用下さい。
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